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はん用機械器具、生産用機械器具製造業

　左記の業種については、改正が

ありませんでした。このため、

令和７年１２月１日以降は

長崎県最低賃金１,０３１円が

適用されます。

電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業

船舶製造・修理業，舶用機関製造業

※ 最低賃金には次の手当は算入されません。

精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金

　長崎県内の事業場で働く

すべての労働者（パート、

アルバイト等を含む）と

その使用者に適用されます。

最低賃金に関する
特設サイト

長崎県の最低賃金長崎県の最低賃金

使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。

長崎県
最低賃金

１時間

効力発生日 令和７年１２月１日
1，0311，031円 ※令和７年１１月３０日までは

９５３円が適用されます。


